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２０１９年９月吉日 

 

会 員 各 位 

 
東京都社会保険労務士会 
中 央 統 括 支 部 

統括支部長 助川 弘美 
研修委員長 小島 信一 

                                     
（ 公 印 省 略 ） 

 

「令和元年度前期統括支部必須研修会」開催のお知らせ 

 

 時下 会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 さて、令和元年度前期統括支部必須研修会（ライブ受講）を下記のとおり開催いたします。ご多忙のこ

ととは存じますが、万障お繰り合わせの上、ご出席いただきますようご案内申し上げます。 

 また、下記のとおり本必須研修会の DVD 上映及び e ラーニングを実施いたします。所属統括支部の会

場で受講できない方は、東京会で実施される DVD 上映または e ラーニングを選択のうえ、受講いただき

ますようお願いいたします。 

 なお、出席者数等を把握するため、専用申込みフォーム（下記 URL、QR コード）、または東京会宛 FAX

にてお申込みくださいますよう、併せてご案内申し上げます。 

 

１．受講日時   

 

 

 

 

 

 

２．申 込 み 

・下記 URL または QR コードからお申込みください。 

URL ⇒ https://forms.gle/pepYEzRZv7DfSGGP7 

 

・下記に必要事項をご記入の上、東京会宛 FAX にてお申込みください。 

 FAX：03-5289-8820（東京会事務局） 

(ふりがな) 

氏 名 
 

登録番号 

（8 桁） 
        

種別 

(該当に○) 
開業 ・ 法人社員 ・ 勤務等 

TEL  FAX  

E-mail 

（必須） 
 

受講日 

(該当に○) 

※受講日時

参照 

 ① ﾗｲﾌﾞ受講（10/04）  

 ②DVD 上映（10/23・昼）  ③DVD 上映（10/23・夜） 

 ④DVD 上映（11/21・昼）  ⑤DVD 上映（11/21・夜） 

 ⑥ｅﾗｰﾆﾝｸﾞ受講（11/1・10:00 ～ 11/29・17:00 配信） 

 

ﾗｲﾌﾞ ①  2019 年 10 月 04 日（金） 18：15～20：40 （17：45 受付開始） 

DVD 

上映 

② 2019 年 10 月 23 日（水） 14：00～16：30 

③ 2019 年 10 月 23 日（水） 18：00～20：30 

④ 2019 年 11 月 21 日（木） 14：00～16：30 

⑤ 2019 年 11 月 21 日（木） 18：00～20：30 

e ﾗｰﾆﾝｸﾞ ⑥ 2019 年 11 月 01 日（金）10：00～11 月 29 日（金）17：00 配信 

！申込み締切！ ＝ 各開催日の 5 営業日前まで（e ラーニング以外） 

https://forms.gle/pepYEzRZv7DfSGGP7
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３．会  場 

①ライブ受講 【定員：400 名】 

『日本橋公会堂』 

   〒103-0014 中央区日本橋蛎殻町 1-31-1 

   TEL 03-3666-4255 

   ※東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅から徒歩 2 分 

    東京メトロ日比谷線 人形町駅から徒歩 5 分 

   URL ⇒ http://www.nihonbasikokaido.com/shisetsu#access 

 ②～⑤DVD 上映受講 【定員：各回１５０名】 

   『東京都社会保険労務士会館』 

   〒101-0062 千代田区神田駿河台 4-6 

御茶ノ水ソラシティ アカデミア 4F 

   TEL 03-5289-0751  FAX 03-5289-8820 

   ※JR 中央・総武線 御茶ノ水駅 聖橋口から徒歩 1 分 

    東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 B2 出口直結 

   URL ⇒ https://www.tokyosr.jp/entrance/access/ 

４．研修内容 

 

 テーマ：社会保険労務士として知っておくべき働き方改革関連法 

～同一労働同一賃金を中心とした実務対応にむけたスキルの習得と適正施行のために～ 

 講 師：安西法律事務所 弁護士 小栗 道乃 氏 

 本年２月～３月にかけて実施いたしました「平成３０年度後期統括支部必須研修会」では、「社会保

険労務士として知っておくべき働き方改革関連法～４月１日から施行の労基法・安衛法等の行政対応

に向けたスキル習得と施行実務のために～」と題し、「時間外労働の上限規制」や「有給休暇の取得義

務化」などの重要な項目における具体的な対応策について、安西法律事務所所属弁護士の皆様にご講

義いただき、約３，５００名の会員が受講いたしました。 

そして、本年度前期統括支部必須研修会では、引き続き「働き方改革関連法」を取り上げ、とりわ

け、昨年度後期統括支部必須研修会では扱わなかった「同一労働同一賃金」に重点を置き、今後の実務

対応におけるスキルを習得できる内容について、講師にご講義いただくこととなりました。 

一連の働き方改革への対応は、我々社労士にとって最重要テーマであり、同時に「働く人の未来を幸

せにする」という、この改革における役割の一端を担っているといえます。この役割を全うすべく、働

き方改革に関する法令の正確な理解及び実務的なポイントを習得する良い機会です。ぜひ、ご受講く

ださい。 

 
５．そ の 他 

(ア) 本会において実施する DVD 上映及び e ラーニングの映像は、城東統括支部（講師：安西法律事務

所 弁護士 安西愈 氏）における研修内容を収録したものです。 

(イ) 講義の録音・録画、ならびに代理受講は固くお断りいたします。また、e ラーニング配信映像の本

会会員以外への公開、動画データの保存、録音録画、その他二次利用等は固くお断りいたします。 

(ウ) e ラーニング受講は必ず公開期間内に視聴をお済ませください。後日の公開要請にはご対応するこ

とができません。 

(エ) 研修当日は、登録番号が分かるもの（会員証・登録証票など）を必ずお持ちください。 

   

＜お問い合わせ先＞ 

東京都社会保険労務士会 事務局 （担当：劉(りゅう)） 

TEL 03-5289-0751 

！注！：定員に達した場合、申込みを締切ることがございます。 

http://www.nihonbasikokaido.com/shisetsu%23access
https://www.tokyosr.jp/entrance/access/

